
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 事 業 報 告

盤趣壁塾!二動型堕堕上亜望盤±

1 事業の成果

(1)障害者の就労支援事業

「臨海斎場喫茶・売店」

売店部門の売 り上げについては、近年の小規模の葬儀が当たり前のようになり、また、コロナウ

イリスの影響もあり、今年度は昨年度よりも大幅に売 り上げを下げてしまった。

喫茶部門においても同様で、昨年度より売 り上げを下げてしまった。

障害者の就労支援では、今年度はコロナウイルスなどの影響もあり、従業者が不安定になるな

ど支援に苦労したが、東京都のジョブコーチ支援を導入 して支援に努めた。

(2)特別支援教育事業

「さぽ―と品川」

職員の安定的な配属を行 うことで、児童・生徒に対するより良い援助及び支援 0指導が可能にな

つている。また、非常勤職員に対する研修の充実を図ることで、優秀な人材の育成につながり、よ

り良い支援ができた。

しかし、コロナウイルスの影響で学校が休校になったことで、委託料の減額や職員の休業補償等

で運営に苦労した。

「ぴゅあ・ さぽ―と 0みなと」

今年度から学習支援業務委託に加え、介助業務も受託となった。学習支援業務については、職員

の安定的な配属を行 うことができたが、介助業務については、職員の不足により思うような配属が

出来なかった。

今年度も、当法人独自の支援ア ドバイザーの訪間により、支援員の支援観察、支援フィー ドバッ

クを行ったことで、子どもたちへより良い支援の提供につながった。

「ぴゅあ・ さぽ―と・ しぶや」

今年度から、渋谷区からの区立幼稚園・小中学校の学習支援業務及び介助業務を受託した。初年

度ということもあり、手探り状態で業務を進めてきたが、職員の不足により十分な配属が出来なか

った。

(3)児童健全育成事業

「児童センター」

品川区より児童センター水神グループ 5館の業務委託仕様書に基づき児童の健全育成を進める

ため、乳幼児から小・中 0高校生の遊び・スポーツ・工作活動などの場所と機会を提供 した。

今年度も元児童センター館長と顧問契約を結び、児童センターのより良い運営が出来た。



(4)障害児・者に関する広報誌及び情報誌の発行

今年度はホームページをより分かりやすいものにリニューアル し、随時更新 し広報するととも

に地域の方々との情報交換に努めた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【556,988】 千円)

疋 駅 に記 取
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

支盃
対象者
範囲

支盃
対象者
人数

事業費
(千 円)

障害者の就労
支援事業

就労安定化事業の運営

砕露轟響房養異〒具店」

1/1～ 1/3

を除く毎

日 8:30～

20:15

大田区東

海 1-3-1
8人

就労を目

指す知的

障害者

不特定

556,988

壁層り支援教育
事業

介助員、学習支援員、特別支援
学級支援員の配属
「さぽ―と品川」
「ぴゅあ 。さぽ―と。みなと」
「ぴゅあ 。さぽ―と。しぶや」

年末年始

及び休 日

を除く通

年

品川 区東

大井 5-5-

13-101

350人

品川・港

区立小中

学校及び

渋谷区立

幼稚園・

小中学校

に在籍す

る特別な

教育ニー

ズが必要

な児童・

生徒

不特定

児童の健全育
成事業

児童セ ンターの指導員の
配置及び管理業務
「児童セ ンター水神 グル
ープ」

休館 日を

除 く 9:00

～18:00

品川区南

大 井 5-

13-19

32人

乳幼児、

小 0中・

高校生及

び親子

不特定

障害児・者に
関する広報誌
及び情報誌の
発行

ホームページの作成 。更
新 随時

品川 区東

大井 5-5-

13-101

1人



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

疋 秋 に記 載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



令和2年度

令和2年 4月 1日

令和3年 3月 31日

特定非営利活動法人 ぴゅあ 。さぽ―と

(法人番号:6010705000742)

自

至

,

理事 小池敏英



I

活豊赴重豊

平成 31年 4月  1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 びゆあ。さぱ~と

543,83■ 971

757,

1.受取助成金等

受取地方公共団体助成金

受取民間助成金
2.事業収益

事業収入
3。 その他収益

受取利息

受取配当金 ・

雑収益

経常収益計

;

Ц 経常費用
1.事業費
(1)人件費

給料 。賞与

法定福利費
通勤費
福利厚生費
退職金

人件費計
(2)その他経費

期首棚卸高

仕入高
教材費
合計
期末相卸高
売上原価
業務委託費

諸謝金

印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費
通信運搬費
事務用消耗品費
備品消耗品費
修繕費
水道光熱費
地代家賃
賃借料

減価償却費

保険料
議会費
租税公課

研修費
運営事業費
支払手数料
保健衛生費
雑費
その他経費計

事業費計
2.管理費
(1)人件費

役員報酬
人件費計

(2)その他経費
募集・広告費
消耗品費

コ科 金    額

22,653,233

2,459,000

518.722.929

509

1,000

98.300

25,012,

518,722,

451,916,836

32,854,926

10,390,648

20961,301

2,430,000

1    因L_6壁 2重旦

60Q725
235,792

1,400,152

230,462

11,237,663

409,696

2,788,135

1,632,

1,340,

10,108,

4,549,

3,059,

6,991,

1031

600,

9,

56,

534)

2,327,

031

903,

8,613,

2.400.000

34

556,988,



交際費

賃借料
保険料
諸会費
支払手数料
支払利息
その他経費計

管理費計

経常費用計
当期経常増減額

５１

４３

０９

″

６２

２

１

６

２

７

Ⅲ 経常外収益
経常外収益計

経常外費用

経常外費用計
.税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

li

61042,522

____三 型L里当聖里
△ 21,595,704

0

△ 21,595,704
70,000

△ 21,665,704

14,138,346
△  7、 627^358



虫生泣照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 びゅあ。さぽ―と

i

金    額科    目

9,824367
35,209,069

1,378,440

9,789,459

3,960,000

163,330
347.600

4,753,469

3,66Q000
22082,211
1,639,734

/ヽ  14.469.968

17,

50,000

440,000
3,290,740

7,39■ 280

5Q230
91,667

11.322.917

60,672,

77,196,

1■ 138,

97,187,

1,008,1

5t738,
19,066,

70,

89_660.628

I 資産の部
1.流動資産

現金預金

未収入金

棚卸資産
短期貸付金

前払費用

仮払金
立替金

流動資産合計
2.固定資産

(1)有形固定資産

車両運搬具

什器備品
建物附属設備
一括償却資産
減価償却累計額
有形固定資産計

(2)無形固定資産

自:令和 2年 4月 1日

至 :令和 3年 3月 31日

出資金
敷金

差入保証金

保険積立金
リサイクル預託金

権利金

投資その他の資産計

固定資産合計

資産合計

皿 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債

買料金

未払金

未払消費税等
未払法人税等

預り金

流動負債合計
2,固定負債

長期借入金

固定負債合計

負債合計



【様式3】

生施墜豊菫鮨勘注左 _壺」整L畳」睦
=」
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」幽圏饉整』記 _

重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 NЮ法人会計基準協議会)によっていま
九
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価保に基づく低価法

(2)固定資産の減価償却の方法
有形減価償却資産
定率法又は旧定率法
ただし、平生1"円月1日 以後に取得した建物 (附属設備を除く)については旧定額法、平成
19年4月 1日 以後に取得した建物 (附属設備を除く)については旧定額法

リース資産
法人税法の規定によるリース期間定額法

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

I

会計方針の変更
特になし

３

　

　

４

事業別損益の状況
活動計算書参照

(または「事業費の内訳」)

5

6.役員及びその近親者との取引の内容
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投資その他の資産

合計

Eヨヨil 日::〔 iliril]困

17,240,000 7,911,000 ■16Q000 19,991,000
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その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
るために必要な事項



書式第17号 (法第28条関係)

令和2年度 財産目録

令和3年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 びゅあ 。さぽ―と

(単位 :円 )

科
日
【 金 □

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

普通預金  三井住友銀行/大森支店 他

未収入金

事業未収金  品川区役所障害福祉瞑 他

未収入金   未収利息

仮払金    事務局諸経費

前払費用    前払家賃

棚卸資産  臨海斎場在庫

短期貸付金  従業員

立替金    従業員

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

建物附属設備   本部事務所造作

車両運搬具    日産ノート他

什器備品     ビジネスフォン他

一括償却資産

減価償却累計額

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産計

敷金・保証金・権利金 本部事務所 他

出資金  さわやか借金

リサイクル預託金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Π 負債の部

1 流動負債

買掛金       田小室商店 他

未払金       3月 分給与他

預り金 源泉所得税、住民税、社会保険料他

未払消費税等 品川税務署

未払法人税等 品川都税事務所

流 動 負 債 合 計

2固 定負債

長期借入金    さわやか信金他

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

4,768,

3,660,

1,639,

-1■ 469,

545=580

9,27&787

35,111,175

97,894

16■ 330

3,96Q O《Ю

l,378,440

乳789,459

34L∞0

22,08a2111

4691

0001

7341

9681

∞,672,

DB,98ι

89,660,

17,665,446

11,216:687

50,000

56,230

11,322,917

1,008,170

54,738,137

2,31亀 579

19,066,100

70,000

19,991,000

0

77,196,986

19,99110001

|
9■ 187,9861

-7,627=358



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

生菫担当國菫塑塾型h立上盪圭±

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)氏   名

監事

コイケトシヒデ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日小池 敏英

り

●

⌒

Q亀霊ノ監事
スギモ トテルオ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日杉本 照夫

０
０ ∈∋監事 カンベクミコ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日神戸 久美子

４

ム 〇
監事

コヌマタケシ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日小沼 毅

Ｅ
０ ∈∋監事 フジノヒロシ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日藤野 博

′
０ 監事

トヨダムネヒロ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日豊田 宗裕

７

‥ 〇
監事

ミヤイノブアキ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日宮井 宣昭

０
０

-f 7llt,tv 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日江口 俊治

Ｏ

υ
理事(藍菱)

タケハナタダシ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日竹花 唯史



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

轄中」L営剰活動法人7ゞゎふ 口六ぽ―と

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 小池 敏英

2 小沼  毅

3 杉本 照夫

4 神戸 久美子

5 荒川 佳紀

6 藤野  博

7 豊田 宗裕

8 宮井 宣昭

9 伊藤 美佐

10 竹花 唯史

11

12


